
平成２６年第１回大多喜町議会定例会 6月会議を開きました。 

◎提出された議案の会議結果は次のとおりです。 

議案番号 件名及び内容 議決月日 審議結果 

報  告 

第 １号 

繰越明許費繰越計算書について 

平成２５年度一般会計予算のうち、下記５事業の経費を翌年

度に繰り越したことについて報告されました。 

【繰り越した事業及び金額】 

庁舎関係事業          2,001 千円 

子ども・子育て支援事業     3,240 千円 

農業基盤整備促進事業     111,670 千円 

農地災害復旧事業        8,176 千円 

農業施設災害復旧事業      7,856 千円 

総額 132,943 千円 

６月８日 報 告 

諮  問 

第 １号 

人権擁護委員候補者の推薦について 

人権擁護委員５名のうち、江澤かすみ委員（小谷松）が９

月３０日をもって任期満了となるため、後任に唐鎌良枝氏（三

又）を推薦することについて承認しました。 

６月９日 
適任者と

認める 

同  意 

第 １号 

大多喜町名誉町民の推挙について 

元大多喜町長である宍倉一輔氏を、大多喜町名誉町民に推

挙することについて同意しました。 

６月９日 原案同意 

議  案 

第 １号 

大多喜町青少年問題協議会設置条例の一部を改正する条

例の制定について 

地方青少年問題協議会法が一部改正され従来同法において

規定されていた会長及び委員の資格要件が廃止され市町村条

例に委任されたことにより、関係条例の一部改正を行いまし

た。 

【主な改正点】 

・委員定数 20 人以内     ⇒  15 人以内 

・会長は町長をもって充てる  ⇒  委員の互選による 

・各団体の長を構成員としていたところを代表者に変更 

  （例 議会議長  ⇒  議会の代表者） 

６月９日 原案可決 

議  案 

第 ２号 

大多喜町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について 

地方税法の一部を改正する法律が昨年度末の３月３１日に

公布されたことに伴い、関係する町国民健康保険税条例の一

部を改正しました。 

【主な改正点】 

・後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金等課税額の課税

限度額の引き上げ 

・軽減判定基準（５割、２割）の拡充 

・基礎課税額医療分及び介護納付金課税額の所得割額、均等

割額、平等割額の税率の改定 

６月９日 原案可決 



議  案 

第 ３号 

平成２６年度大多喜町一般会計補正予算（第２号） 

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ60,238千円

を追加し、総額をそれぞれ 4,529,188千円としました。 

内容は、雪害により倒壊した農業用ハウスの撤去及び設置

助成事業 50,000 千円の増額のほか、消火栓改修工事負担金、

農地保全をする新設団体への補助、街なみ整備助成事業補助

金、地籍調査等委託料などによる増額です。 

６月９日 原案可決 

請  願 

第 １号 

「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」採択に

関する請願書 ６月９日 採  択 

請  願 

第 ２号 

「国における平成２７（２０１５）年度教育予算拡充に関

する意見書」採択に関する請願書 ６月９日 採  択 

追加日程１

発議第１号 

義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書の提出に

ついて 
６月９日 原案可決 

追加日程２

発議第２号 

国における平成２７（２０１５）年度教育予算拡充に関す

る意見書の提出について 
６月９日 原案可決 

 


